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６ 特定まちづくり施設一覧 
 

用   途 

規 模 ※１ 

 うち、バリアフリー法

に基づく制限付加部分

(条例第６章)の規定の

適用対象となる建築の

規模 

１ 

建
築
物 

(1) 学校 

公立小学校等（小学校、中学校、

義務教育学校若しくは中等教育

学校（前期課程に係るものに限

る。）で公立のもの）又は特別支

援学校 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 全て 2,000㎡以上※２ 

(2) 病院又は診療所 全て 1,000㎡以上 

(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 全て 1,000㎡以上 

(4) 集会場又は公会堂 全て 1,000㎡以上 

(5) 展示場 全て 1,000㎡以上 

(6) 卸売市場又は百

貨店、マーケットそ

の他の物品販売業

を営む店舗 

卸売市場 全て － 

コンビニエンスストア、薬局若し

くはドラッグストア又はスーパ

ーマーケット 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 200㎡以上 1,000㎡以上 

(7) ホテル又は旅館 全て 1,000㎡以上 

(8) 事務所 

保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 
全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 2,000㎡以上 3,000㎡以上※２ 

(9) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
2,000㎡以上 

又は50戸以上 
3,000㎡以上※２ 

(10) 老人ホーム、保 

育所、福祉ホームそ

の他これらに類す

るもの 

老人ホーム、福祉ホームその他こ

れらに類するもの（主として高齢

者、障害者等が利用するものに限

る。） 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 全て 2,000㎡以上※２ 

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福

祉センターその他これらに類するもの 
全て 1,000㎡以上 

(12) 体育館、水泳

場、ボーリング場そ

の他これらに類す

る運動施設又は遊

技場 

体育館（一般公共の用に供するも

のに限る。）、水泳場（一般公共

の用に供するものに限る。）若し

くはボーリング場又は遊技場 

全て 2,000㎡以上 

上記以外のもの 全て － 

(13) 博物館、美術館又は図書館 全て 1,000㎡以上 

(14) 公衆浴場 全て 1,000㎡以上 

(15) 飲食店又はキ

ャバレー、料理店、

ナイトクラブ、ダン

スホールその他こ

れらに類するもの 

飲食店 200㎡以上 1,000㎡以上 

上記以外のもの 200㎡以上 － 
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１ 

建
築
物 

(16) 理髪店、クリー

ニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行

その他これらに類

するサービス業を

営む店舗 

郵便局、銀行その他の金融機関の

店舗、理髪店、美容院又は電気事

業・ガス事業・電気通信事業に係

る営業所 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 200㎡以上 1,000㎡以上 

(17) 自動車教習所

又は学習塾、華道教

室、囲碁教室その他

これらに類するも

の 

自動車教習所又は学習塾 500㎡以上 2,000㎡以上※２ 

上記以外のもの 500㎡以上 － 

(18) 工場 3,000㎡以上 ― 

(19) バリアフリー

法第２条第６号に

規定する旅客施設 

車両の停車場又は船舶若しくは

航空機の発着場を構成する建築

物で旅客の乗降又は待合いの用

に供するもの 

全て 1,000㎡以上 

上記以外のもの 全て  

(20) 自動車の停留

又は駐車のための

施設 

一般公共の用に供するもの 50台以上 2,000㎡以上 

上記以外のもの 50台以上 － 

(21) 公衆便所 全て 50㎡以上 

(22) 公共用歩廊 全て 2,000㎡以上 

(23) 火葬場 全て  

(24) 神社、寺院又は教会 500㎡以上  

(25) 消防法第８条の２第１項に規定する地下街 全て  

２ 

道
路 

 道路法第２条第１項に規定する道路（専ら自動車の交

通の用に供するものを除く。） 
全て  

３ 
公
園 

(1) 都市公園法第２条第１項に規定する都市公園    全て  

(2) 遊園地、動物園又は植物園（(1)に規定する都市公

園に設けられる公園施設であるものを除く。） 
全て  

４ 

駐
車
場 

 駐車場法第12条の規定による届出をしなければなら

ない路外駐車場（機械式のもの及び１の項の(20)の施

設、２の項の道路又は３の項の(1)に規定する都市公園

に設けられる公園施設であるものを除く。） 

50台以上  

 
※１ 床面積の合計を言い、増築、改築、用途変更、大規模の修繕又は大規模の模様替の場合にあって

は、当該増築等に係る部分の床面積の合計を言います（条例第６章の適用については、大規模の修
繕又は大規模の模様替え場合は除かれます）。 

 
＜複合用途の場合＞ 

①１の項の(3)、(5)から(7)まで、(12)及び(14)から(16)までに掲げる用途が複合する建築物の場合は、全体の
規模が1,000㎡以上であれば、単独では上表「規模」の欄の左欄に掲げる規模に満たない用途の部分も特定ま
ちづくり施設に含まれます。 

②上表「規模」の欄の右欄に掲げる規模に満たない特別特定建築物の建築であっても、同一敷地内に建築をする
他の特別特定建築物の床面積との合計が2,000㎡以上の場合は、条例第６章の適用対象となります。ただし、
(８)事務所（官公署を除く）、(９)共同住宅、寄宿舎又は下宿は床面積の合算の対象外となります。 
なお、条例第６章の適用対象建築物は、用途ごとの規模にかかわらず、小規模な施設に対する整備基準の特例
（条例施行規則第３条）の対象外となります。 

 ③テナントは、同時に工事する対象用途の床面積の総合計が上表「規模」の欄に掲げる規模を満たす場合、特定
まちづくり施設に該当します。 

 ④整備誘導基準については、当該用途のみの床面積で判断されます。 
 

※２ 条例第61条により特別特定建築物に追加した特定建築物を示します。 


